
 

 

 

 

 

 

 

●補助金の目的 

定住人口増加、健幸住宅の建設促進、居住誘導促進 

●対象住宅について 

新築住宅・建売住宅で、延床面積が 75 ㎡以上 

●補助対象者について 

（１）見附市外からの転入者  

「居住誘導区域」「地域コミュニティゾーン」※1 に新築住宅又は建売住宅を取得する転入者※2 

（２）見附市内での転居者  

見附市民の方で、以下のいずれかの要件を満たす人 

・「居住誘導区域」※1 に転居する「60 歳以上世帯」※3 

・「地域コミュニティゾーン」※1 に転居する「若者夫婦」※4 又は「子育て世帯」※5 

（１）（２）共通要件  

①過去にこの補助金の交付を受けたことがない人 

②見附市に定住する意思がある人 

③市税等の滞納がない人（転入者においては転入前の住所地における市税等の滞納がない人） 

④見附市定住促進・健幸住宅取得判定基準※6 を満たす住宅を取得する人 

（ウエルネスタウンみつけ内に建築する場合は、ウエルネスタウンみつけ住宅設計ガイドライン※7 を満たす住宅を取得する人） 
●補助金額について 

見附市外からの転入者（補助額：最大50 万円） 

補助対象経費 区分 補助額 

新築、建売住宅

の取得 

基本額 40 万円 

加算額 『地域コミュニティゾーン』に転入する『若者夫婦』又は『子育て世帯』 10 万円 

見附市内での転居者（補助額：40 万円） 

補助対象経費 区分 補助額 

新築、建売住宅

の取得 

『居住誘導区域』に転居する『60 歳以上世帯』（居住誘導区域内での転居は対象外） 40 万円 

『地域コミュニティゾーン』に転居する『若者夫婦』又は『子育て世帯』（地域コミュニティゾ

ーン内での転居は対象外） 
40 万円 

※1 「居住誘導区域」「地域コミュニティゾーン」 

見附市立地適正化計画で定められた今後居住を促していく区域です。区域についてはお問合せ下さい。 

※2 転入者（次のすべてに該当する人） 

①定住の意思をもって見附市に転入した人又は転入を予定している人 

②見附市に転入した日又は転入を予定している日を起算日として、転入前2 年の間に見附市に住所を有していない人 

③転入日から 2 年を経過していない人 

※3 60 歳以上世帯  申請者及び同居者の全員が 60 歳以上である世帯。 

※4 若者夫婦  申請者及び同居する配偶者が 40 歳未満の夫婦である世帯。  

※5 子育て世帯  申請者が満50 歳未満で、現に同居する満12 歳以下の子を扶養している世帯。（申込み時に妊娠している場合も含む。） 

※6 見附市定住促進・健幸住宅取得判定基準 

一定の環境性能を備える健幸住宅の普及を目的として、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構が作成した「建築環境総合性能評価システム

（CASBEE）戸建（新築）」を参考に市が設定した基準。 

※7 ウエルネスタウンみつけ住宅設計ガイドライン 

ウエルネスタウンみつけ内での住宅の建築において、質の高い住宅性能や統一した景観形成を図るために市が設定した基準。 

令和 6 年 4 月 1 日（月）から募集開始 

見附市内での住宅取得に補助 
－新築・建売住宅 最大 50 万円－ 

見附市外からの転入者 

及び 

見附市内での転居者 

新築 
又は 
建売 
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見附市内 

—見附市定住促進・健幸住宅取得補助金— 



 

 

 

 

 

 
 
●補助金の目的 

住替え促進、定住人口増加、居住誘導促進、空き家対策 
●対象住宅について 

中古住宅で、延床面積が 75 ㎡以上 

（原則空き家であり、現に使用していない住宅） 

●補助対象者について 

（１）見附市外からの転入者  

「居住誘導区域」「地域コミュニティゾーン」※1 に中古住宅を取得する転入者 

（２）見附市内での転居者  

①「居住誘導区域」「地域コミュニティゾーン」※1 に中古住宅を取得する人 

②見附市民の方で、以下のいずれかの要件を満たす人 

・「居住誘導区域」※1 に転居する「60 歳以上世帯」※2 

・「地域コミュニティゾーン」※1 に転居する「若者夫婦」※3 又は「子育て世帯」※4 

（１）（２）共通要件  

①過去にこの補助金の交付を受けたことがない人 

②見附市に定住する意思がある人 

③市税等の滞納がない人（転入者においては転入前の住所地における市税等の滞納がない人） 

●補助金額について 

見附市外からの転入者（補助額：最大40 万円） 

補助対象経費 区分 補助額 

中古住宅の取得 
基本額 30 万円 

加算額 『地域コミュニティゾーン』に転入する『若者夫婦』又は『子育て世帯』 10 万円 

見附市内での転居者（補助額：最大40 万円） 

補助対象経費 区分 補助額 

中古住宅の取得 

基本額 30 万円 

加算額 

『居住誘導区域』に転居する『60 歳以上世帯』（居住誘導区域内での転居は対象外） 10 万円 

『地域コミュニティゾーン』に転居する『若者夫婦』又は『子育て世帯』 

（地域コミュニティゾーン内での転居は対象外） 
10 万円 

※1 「居住誘導区域」「地域コミュニティゾーン」 

見附市立地適正化計画で定められた今後居住を促していく区域です。区域についてはお問合せ下さい。 

※2 60 歳以上世帯  申請者及び同居者の全員が 60 歳以上である世帯。 

※3 若者夫婦  申請者及び同居する配偶者が 40 歳未満の夫婦である世帯。 

※4 子育て世帯  申請者が満50 歳未満で、現に同居する満12 歳以下の子を扶養している世帯。（申込み時に妊娠している場合も含む。） 

 

 

—見附市住替え促進中古住宅取得補助金— 

見附市外からの転入者 

及び 

見附市内での転居者 

 

中古 取得 

見附市内 

●受付期間  令和6 年4 月1 日（月）から令和7 年3 月28 日（金）まで 
●申込み方法 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、市役所1 階都市環境課に提出してください。 

詳しくは都市環境課都市政策室都市・住宅政策係にお問い合わせください。 
●留意事項   ①先着順に受付し、予算に達した時点で受付を終了します。 

②新築・建売住宅、中古住宅は、原則、契約前に申請してください。 

●問合せ    見附市 都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係0258-62-1700（内線163） 

募集概要 

見附市内での住宅取得に補助 
－中古住宅 最大 40 万円－ 

令和 6 年 4 月 1 日（月）から募集開始 


